
平成２６年６月１０日 

青森河川国道事務所 

 

平成 25 年 9 月（台風 18 号）洪水を踏まえて 

岩木川の沿川自治体へ洪水発生の初期情報を発信します 

 

国土交通省青森河川国道事務所では、平成25年9月台風18号による洪水を踏まえて、

岩木川の洪水発生の初期情報を、沿川自治体に対して、いち早く提供する取り組みを試行

しますのでお知らせします。 

 

岩木川の中流部は、高水敷面積の約８割がリンゴ園として利用されています。昨年９月

の台風１８号による洪水では、急激な水位上昇により、逃げ遅れによる被害者は無かった

ものの、園地内の農機具の搬出が間に合わないなどの被害が発生しました。 

そこで、高水敷が浸水する前に、沿川自治体が高水敷利用者に対して早めの呼び掛け

を行えるよう、直轄上流地区※に水防警報（準備）が発表されたことを、岩木川沿川の７自

治体（弘前市、藤崎町、板柳町、鶴田町、つがる市、五所川原市、中泊町）へお知らせする

取り組みを行います。 

 

 これまで洪水発生を知る方法は、①沿川自治体が自ら雨量や水位情報から知る、あるい

は、②各基準観測所ごとに発令される水防警報（準備）が対象自治体へ伝達されることで

洪水発生を知ることが一般的でした。 

今回の取り組みは、岩木川の高水敷利用の特徴を踏まえ、従来の水防警報に加え、直

轄上流地区※に水防警報（準備）が発表された初期情報を、本事務所から一斉に沿川７自

治体へ伝達することで、「最も早い洪水警戒の情報」になるものと考えております。 

 

【参考】 

１．発表基準 水防警報（準備） ： 水位が「水防団待機水位」に達し、気象状況や河川状況により、水防団

の準備の必要があると認められるとき 

水防警報（出動） ： 水位が「氾濫注意水位」を越え、または越えるおそれがあり、なお増水が

予想され水防団の出動の必要があると認められるとき 

２．直轄上流地区※     岩木川（上岩木橋水位観測所）、あるいは、平川（百田水位観測所） 

 

発表記者会 ： 青森県政記者会、建設関係専門紙、津軽新報社 

 【問い合わせ先】 

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所 

副所長（河川担当）      砂子  勉  （内線 204） 

         調査第一課長          樋川  満  （内線 351） 

青森市中央三丁目２０－３８ TEL017-734-4521（代表）、FAX017-722-2540 



「洪水発生の初期情報のお知らせ」の取り組み
青森河川国道事務所

青森河川国道事務所は、水防警報（準備）を発表する必要があるかを判断する。水防団待機水位に達し、洪水（氾濫
注意水位を超過）のおそれがある場合には、水防警報（準備）を発表する。

青森河川国道事務所は、「岩木川水防警報発表のお知らせ」を沿川７自治体へFAXあるいはメールで情報提供する。

情報を伝達された利用者は、リンゴ園にある農機具の搬出や、自ら避難行動を行う。

【情報のながれ】

情報を受け取った自治体は、防災無線や広報車などで高水敷利用者へ伝え警戒を促す。

【従来】

上岩木橋幡龍橋五所川原

従来は、水位情報や、各受け持ち水防警報単位の発表により、洪水発生を自治体は知る

上岩木橋水位で発表され知る

幡龍橋水位で発表され知る

五所川原水位で発表され知る

利用者知る利用者知る 利用者知る

【新規追加】 通常の水防警報に加え、上岩木橋の水防警報（準備）の情報を沿川７自治体の全てへ
一斉に伝える。それにより洪水発生の初期情報を自治体は知る

上岩木橋水位あるいは百田水位で発表された情報が伝達され沿川自治体は一斉に知る

利用者知る利用者知る 利用者知る

上岩木橋幡龍橋五所川原
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